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は じ め に

少子・高齢化、住民の価値観の多様化等社会経済情勢が大きく変化しつつある中

で、地方分権の進行が更に進み地方自治体の役割はますます重要になってきていま

す。

このような中で、自らの責任において、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的に

対応できるよう体質を強化し、住民福祉の向上と個性的で活力ある地域社会の実現

を図ってゆくことが求められている。

村は、これまでも次の行政改革大綱に基づき、行財政の見直しを継続的に実施し

てきました。

１ 「葛尾村行政改革大綱」（昭和６０年度策定）

２ 「新葛尾村行政改革大綱」（平成８年度策定）

３ 「葛尾村行財政改革大綱」（平成１２年３月策定）

・事務事業の見直し

民間活力と事務事業の民間委託、、行政情報化の推進

・行政組織の見直し

行政サ－ビス向上等の組織見直し

・定員管理の適正化と給与制度の適正化

三位一体改革、地方交付税制度改革等で補助金，交付金の削減や臨時財政対策債

の減額等とともに財源委譲される税制部分が不明確であること等、本村の行財政が

一段と厳しさを増している。

究極の行政改革といわれる市町村合併を国は「本格的な地方分権の受け皿」とし

て積極的に推進しているが，当双葉地方は、全国有数の電源地帯で、８町村それぞ

れの財政状況がまちまちで、未だ合併の気運は盛り上がっていない。

このような状況の中で、葛尾村としての生き残りをかけ，事務の合理化，組織機

構の再編，適正な住民サービスのあり方等を再度検証し，行政面・財政面の全ての

業務・事業の徹底的見直しを進め，健全な住民サービスの提供により，効率的で魅

力のあるむらづくりを実現していくため、「葛尾村集中改革プラン」を策定します。
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第１ 基本方針

１ 重要課題としての行財政改革

地方分権の推進が時代の大きな流れとなっているなか、少子・高齢化が進行

する中で住民福祉の向上、高度情報化社会への対応、個性的で活力ある地域社

会の実現等地方公共団体の果たすべき役割は、ますます重要となっていること

から、常に柔軟な組織の再編成や財政構造改革を 重要課題として取り組まな

ければならない。

２ 行財政改革大綱の見直し

村においては、昭和６０年度に策定した「葛尾村行政改革大綱」、平成８年

度に策定した「新葛尾村行政改革大綱」、平成１２年に策定した「葛尾村行財

政改革大綱」に基づき、行財政の見直しを継続的に実施してきたところである。

そのような中で、平成１６年１２月２４日に閣議決定された「今後の行政改

革の方針」を受け、総務省から「地方公共団体における行政改革のための新た

な指針」(以下「新指針」という。)が示されました。

新指針を踏まえ住民に身近な基礎的自治体として、真に必要なサービスを安

定かつ効果的に提供できるよう取り組みます。

また、自己決定と自己責任のもと、行財政能力の一層の向上を図り、簡素で

効率的な行政体制の確立を目指すこととします。

そのためには、公正で開かれた行政の実現がかかせないことから、積極的な

情報の公開と説明責任の徹底に努めます。

このような新しい観点に立って、行財政運営全般を見直し、その改善を図る

ため、「葛尾村集中改革プラン」を策定します。

３ 行財政改革推進に当たっての基本的事項

村は、「村民一人ひとりが住んでよかったと思える葛尾村の創造」を目指し

た、「第四次葛尾村振興計画」に基づき、創造性と活力のある地域社会を築く

ための諸施策を効果的に展開していくために、次の視点に立って行財政改革を

積極的に推進するものとします。

(1) 事務事業は、生活環境の整備や福祉の増進と住民へのサ－ビス向上を、

少の経費で 大の効果を挙げる経営感覚を養い、簡素で効率的な行財政運営
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に努めなければならない。

(2) 地方分権に伴い、地方公共団体自ら判断する領域が拡大することから、職

員の意識改革は不可欠であり、職員の意欲と主体的な創意工夫の高揚に努め

なければならない。

(3) 職員は、自ら既存の枠組みや従来の発想にとらわれない柔軟な姿勢で、施

策の企画立案や実施方策を実行し、行政運営に努めなければならない。

(4) 行財政改革の推進に当たっては、住民参画の下に幅広く意見交換し、行財

政運営に反映させるよう努めなければならない。

第２ 計画期間

この改革プランに基づく行財政改革については、平成１７年度から２１年度まで

の５ヵ年間にわたって推進することとします。

第３ 推進体制

行政改革推進本部は、実施計画を策定し、この改革プランに掲げる行財政改革を

全庁的で効果的な進行管理を行うとともに、社会情勢や住民ニーズの変化に対応で

きるよう見直しを行います。

また、住民の理解と協力のもとに行財政改革を推進するという観点から、改革プ

ランの内容及び行財政改革の推進状況を公表するとともに、行政改革推進委員会に

対しても、毎年度定期的に推進状況を報告し、その推進状況について必要な助言等

を求めるものとします。

なお、行財政改革を推進する担い手である職員は、事務事業に対する情熱と意欲

が必要であることから、行政改革推進本部は、積極的な職員提案を受けるものとし

ます。

第４ 行政改革推進上の主要事項

１ 事務事業の見直し

事務事業の再編整理は、簡素で効率的な行財政運営に努めることを原則とし、

地方分権に伴い、地方公共団体自ら判断する領域が拡大することから、職員

の意識改革は不可欠であり、職員の意欲と主体的な創意工夫の高揚に努め、

職員は、自ら既存の枠組みや従来の発想にとらわれない柔軟な姿勢で、施策の
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企画立案や実施方策を実行し、行政運営に努めなければならない。また、 行

財政改革の推進に当たっては、住民参画の下に幅広く意見交換し、行財政運営

に反映させるよう努めなければならない。

本村財政は、県下において も規模が小さく、その運営に当たっては、厳し

い財政状況を踏まえ限られた財源の中で、地域住民に不可欠な施策を重点選別

主義により実施し、各般の施策を積極的に展開していくためには、時代のすう

勢に応じた行政の果たすべき役割・機能に留意し、行政の関与の必要性、受益

と負担の公平確保、行政効率、効果等を十分に考慮し、次により事務事業の見

直しを図るものとします。

(1) 事務事業の整理合理化等

① 全ての事務事業を対象に、全職員共通の認識のもとに見直しを行う。ま

た、見直しに当たっては、地域住民等の外部の意見を十分に取り入れて行

うものとします。

② 行政の責任領域を明確にし、関与の必要性、行政効率及び効果を吟味し

て、事務事業の整理合理化を図る。

③ 複雑多様化する行政需要や行政課題を的確に把握し、実施すべき施策の

選択や重点化を図る。

④ 住民サ－ビス提供や施策の実施に当たっては、行政組織の横断的な調整

を行い、事務事業を総合的に実施する。

⑤ 新規の事務事業に当たっては、終期設定を徹底することとし、終期到来

時には事業効果の分析を行い、当該事業の継続、廃止等の判断を行う。

⑥ 補助・単独事業にあっては、厳しい財政事情からその必要性と効果を十

分検討し、財政負担を考慮しつつ適切な判断を行う。

⑦ 事務事業の実施に当たっては、受益と負担の公平確保の観点から、十分

な検討を行う

(2) 民間活力（指定管理者制度を含む）の導入

事務事業の民間活力については、前行財政改革大綱に基づき、推進して

きたところであるが、今後も行財政運営の効率化、住民サ－ビスの向上が

期待される分野にあっては、適正な管理監督の下に行政責任の明確化を図

り、民間活力を計画的に導入します。

また、既に導入されている事務事業についても、導入効果が発揮される
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よう、見直しを行うものとします。

指定管理者制度の導入に当たっては、住民サービスの向上と経済効果を

十分に検討し導入を図ります。

(3) 補助金等の整理合理化等

① 補助金については、行政の責任分野、経費負担のあり方、行政効果等を

精査のうえ、廃止、統合、メニュ－化等抜本的な整理合理化を図る

② 補助金についての終期の設定等、補助金の総額の抑制に努める

③ 補助金の新設は極力抑制することとし、新設する場合にあっては既存の

補助金の等の整理を図る

④ 補助金等に係る事務について極力簡素化を図る

(4) 参画と協働のむらづくり

住民、学生、事業者等と行政との協働の関係を築くため、連携体制づく

りを進め、住民等の行政への参画機会の拡充に努めます。

また、ボランティア団体やＮＰＯ等の活動が活発に展開されるよう活動

の支援を行います。

(5) 行政評価の導入

限られた財源の中、事務・事業全般にわたり、 小の経費で 大の効果

が上がっているか、行政が何を実施するのが適当か、住民に理解の得られ

る行政サービスであるか等、事業の妥当性、効率性、有効性を客観的に評

価する仕組みの確立を図るため行政評価を導入します。

２ 簡素で効率的な行政運営の推進

限られた財源や人員を適切かつ有効に活用しながら、住民ニーズや新たな行

政課題を的確に把握し、簡素で効率的な行政運営に努めます。

(1) 行政サービスの向上

住民と直接に接する担当窓口の接客では、真心のこもった応対を心がけ、

迅速、的確な接遇の徹底を図ります。

(2) 組織・機構等の見直し

新たな行政課題や住民ニーズに対応した施策を円滑に実施できるよう適

時必要な見直しを行い、住民から見てわかりやすい簡素で効率的な組織機構

の整備に努めます。
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(3) 定員管理・給与の適正化

定員管理については社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき行政需

要の範囲、施策の内容及び手法を改めて見直しながら適正化に取り組みま

す。

また、定員適正化計画（別紙１）の中で数値目標を掲げ、これを公表し、

着実に実行します。給与についてはその業務の性格や内容を踏まえつつ、

平成１８年度に地域給与制度を導入し、運用・水準の適正化に取り組みま

す。

(4) 人材育成の推進・多様な人材の確保

行政改革の推進にあたっては職員一人ひとりが自覚と責任を持って取り

組むことが大切であり、民間的な経営感覚やコスト意識、チャレンジ精神

など職員の意識改革に努めます。

また、新たな行政課題に対応するための政策形成能力、法制能力、情報

処理能力等を備えた人材の育成、人材の確保に努めます。

(5) 行政情報化等の推進

情報通信技術の進展に対応し、行政事務の高度化、効率化並びに迅速化

を図り、行政サ－ビスの向上のため、行政情報化を積極的に推進します。

① 総合行政ネットワ－ク（ＬＧＷＡＮ）の積極的な有効活用

（福島県と県内市町村共同運用による電子申請システムの積極的な活用

等）

② 個人情報保護条例による個人情報保護と開示・訂正請求

③ 個人情報保護条例による情報管理の徹底

④ 高度情報通信ネットワ－クを活用した行政サービスの提供

⑤ テレビ電話を活用した遠隔診療と薬の宅配

⑥ 在宅健康管理システムによる住民健康管理

⑦ 業務やシステム構築のための情報処理機器の整備

⑧ 職員の情報処理・活用能力の向上施策

(6) 情報公開の推進

情報公開の動向を見定め、適時に制度を導入できるよう資料のデ－タベ

－ス化等の情報管理に努め、情報公開条例を制定し、条件整備に努めます。
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３ 安定的で持続可能な財政運営の確立

(1) 財政の健全化

極めて厳しい財政状況に鑑み、財政構造改革の基本的考え方を維持し、

限られた財源の中で経費の重点化、効率化、健全財政の堅持に努めながら、

経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減合理化（経費節減等の

財政効果（別紙２））を図るとともに、次により事務事業の厳正な執行を

図ります。

① 当初予算は、年間の見通しで編成することを原則する。ただし、やむ

を得ず一般財源の増加を伴う補正の場合は、他の事務事業との振替によ

り対処する。

② 予算は、早期収入適正支払いに努める。

③ 自主財源を確保し、その徴収率の向上に努める。

④ 特定財源を伴う事務事業は、当該財源の確保の見通しを明らかにし、

困難な場合は、原則として事業そのものを縮減し、村債を財源とする事

業は、額に変更が生じる場合は、財政当局と協議する。

⑤ 各種団体等に対する負担金、補助金等は、当該団体等の資金需要を見

極め、交付時期を十分検討する。

⑥ やむを得ない事情により、予算の積算内容と異なる執行を余儀なくさ

れる事態にあっては、財政当局と協議する。

⑦ 一般的経費については、さらに節減・合理化に努める。

⑧ 特別会計については、前記事項に準じ、収支の均衡を図り独立採算性

を基本とする。

(2) 公共工事について

公共工事にかかる入札、契約手続きについては、住民の信頼を得るため

情報の公開をはじめとする透明性の確保、適切な入札方式の採用など更な

る取り組みを進めます。

４ 地方公営企業の経営健全化

簡易水道事業

本村簡易水道事業は、小規模であるが時代の要請に応えるべく健全で効
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率的な発展を図るため、諸施策を実施し一層の経営基盤の強化と自立性の

強化を推進します。

① 収益の向上

簡易水道事業としての経営安定を図るため、戸別訪問・チラシ配布等

による新規水道加入者の促進、自家用井戸から水道への切替促進を図り、

安全性の高い水道をＰＲするため定期的に広報活動を実施します。

② 料金の適正化・経費の節減

平成１３年７月に供用開始されたばかりであるが、年度ごとの資金計

画・事業計画を策定し、経費の削減に努め、水道料金収入と営業費用の

収支均衡を図りながら、近隣市町村の料金を調査し、料金の適正化に努

めます。

③ 民間活力の導入

これまで、検針業務は一部個人への業務委託と職員が実施していたが

今後は、役場他部門との調整を図りながら民間業者への委託も視野に入

れて検討していきます。

④ 組織・定員の見直し

小規模事業所であることから、職員１人が他業務と兼務で担当し 低

限の体制であるため、村全体の組織の中で一体として見直しを図ります。

５ 第三セクターの抜本的な見直し

本村においては、村内に出資している第三セクターは無いが、県内地方公共

団体間の出資による第三セクター（別紙３）があるため、今後、関係地方公共

団体と協議しながら抜本的な見直しに取り組んでいきます。

第５ 地方議会

地方分権よる地方公共団体の条例の制定権の拡大に伴い、地方議会の果たす

役割はますます増大していることから、自主的な組織運営の合理化、委員会審

議の公開、住民のための議会運営等、地方議会の一層の活性化に努めます。
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別紙 １

葛尾村定員適正化計画（平成１７年度～平成２１年度）

１ 趣 旨

本村職員の定員管理については、「葛尾村職員定員管理計画」に基づき、スク

ラップ・アンド・ビルドを基本に、事務事業の見直し等を行い、可能な限り職員

数の抑制に努めてきました。

地方公共団体には、複雑多様化する行政需要への対応と個性的で活力ある地域

社会の実現を、「自己決定・自己責任」の下に、 少の経費で 大の効果を挙げ

る政策形成が求められています。

村は、厳しい財政状況踏まえ、中長期的な視点に立った効率的な業務執行体制

を構築しながら、適正な職員管理を行うため、「葛尾村定員適正化計画」を策定

します。

２ 今後の定員管理のあり方

（１）定員適正化計画の基本的な考え方

① 定員適正化目標（数・率）

定員モデルによる分析、定員管理の実績、将来の行政需要等を勘案して、

平成１７年度から平成２１年度までの５年間で現員から５名削減し３５名と

します。

② 主な定員適正化手法の概要

ア サンセット方式

有期事業については、事業終了時、定員のスクラップを原則とする。

イ 民間委託

委託化できるものについては積極的に委託する。

ウ 組織・機構改革

行政需要に対応した組織・機構改革を行うこととする。

エ 公務能率の向上

上記(1)～(3)を実現するため、「目標による行政運営」やＱＣの推進に

より公務能率の向上に努める。

（２） 定員適正化計画の年次別推進手順の概要

区 分 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

減 員 １ １ ０ １ ２ ３ ０ ０ １ １

増 員 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

差 引 △１ ０ ０ △１ △２ △３ ０ ０ △１ △１

職員数 ４３ ４３ ４３ ４２ ４０ ３７ ３７ ３７ ３６ ３５

（注）各年の減員増員数は退職に伴うものである。
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別紙 ３

第三セクター出資金一覧
単位：千円

区 分 出資金額

公社・協会・財団関係 ３，８０１

出 資 出資金 ２，２６４

農林水産関係 ８３０

福島県農業信用基金協会 ３００

社団法人福島県林業協会 １０

福島県土地改良基金 ２２０

福島県畜産振興基金 ３００

開発関係 １，１００

双葉地方土地開発公社 １，０００

社団法人福島県国土調査測量協会 １００

その他 ３３４

社団法人福島県私学振興基金協会 ９０

財団法人福島県社会福祉施設整備基金協会 １２４

財団法人福島県総合社会福祉基金 １２０

出 損 出損金 １，５３７

福島県信用保証協会 ６６０

職業訓練法人いわき情報処理開発財団 １００

財団法人福島県きのこセンター ４５０

財団法人福島県建設技術センター ２８

財団法人福島なみえ勤労福祉事業団 ２２９

その他 ２，３４０

株 式 株 ２，３４０

株式会社双葉産業廃棄物処理公社 １，２５０

株式会社日本フットボールヴィレッジ １，０００

株式会社福島県食肉流通センター ９０

合 計 ６，１４１
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参考（計画書には、掲載しない。）

退職勧奨による場合

区 分 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

減 員 １ １ ０ １ ２ ３ １ １ ３ ２

増 員 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２ ２

差 引 △１ ０ ０ △１ △２ △３ △１ ０ △１ ０

職員数 ４３ ４３ ４３ ４２ ４０ ３７ ３６ ３６ ３５ ３５

（注）各年の減員増員数は退職に伴うものである。


